
一般 1（議第132号）

議第132号

平成24年度京都市一般会計補正予算

　平成24年度京都市一般会計補正予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ260,000千円を補正し，

歳入歳出それぞれ747,643,000千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の補正は，「第２表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の補正は，「第３表債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第４条　市債の補正は，「第４表市債補正」による。

平成24年11月26日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

提案理由

　府支出金及び市債を財源として，公共事業及び社会福祉施設整備に要する

経費等を補正する必要があるので提案する。



2 一般

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　　入

款 項 補正前の額 補　 正　 額 補正後の額

10府 支 出 金
千円

27,572,344
千円

49,000
千円

27,621,344

２府 補 助 金 9,350,754 49,000 9,399,754

16市 債 90,488,000 211,000 90,699,000

１市 債 90,488,000 211,000 90,699,000

歳 入 合 計 747,383,000 260,000 747,643,000

　歳　　　出

款 項 補正前の額 補　 正　 額 補正後の額

４保 健 福 祉 費
千円

290,070,000
千円

62,000
千円

290,132,000

１保健福祉総務費 52,980,803 62,000 53,042,803

８土 木 費 38,514,000 154,000 38,668,000

５河 川 排 水 路 費 1,085,425 122,000 1,207,425

６都市河川整備費 1,186,850 32,000 1,218,850

11災 害 対 策 費 616,000 44,000 660,000

１農林災害復旧費 15,000 13,000 28,000

２土木災害復旧費 601,000 31,000 632,000

歳 出 合 計 747,383,000 260,000 747,643,000
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第２表　繰越明許費補正

款 項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

事　　業　　名 金　額 事　　業　　名 金　額

８土 木 費 ５河川排水路費 河 川 改 修 事 業
千円

50,000 河 川 改 修 事 業
千円

84,000

第３表　債務負担行為補正

事　　　　　　項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

京都市体育館整備費 ―
千円

0 平成25年度
千円

1,494,000

民間社会福祉施設整備助成事業
費

― 0 平成25年度 240,650

普通河川治水安全度調査等経費 ― 0 平成25年度 9,000

第４表　市　債　補　正

起債の目的  
限　　　　度　　　　額 起債の

方　法 利　率 償還の
方　法補正前の額 補　正　額 補　正　後　の　額

児童福祉施設整
備費

千円

128,000

千円

2,000

千円

130,000
発行価格が
額面金額を
下回るとき
は，その発
行価格差減
額を埋める
ため必要な
金額をこれ
に加算した
額

証 券 発 行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）
又は消費貸
借の方法に
よる。

％
起債の日か
ら据置期間
を含め30年
以内に，元
利均等その
他の方法に
より償還す
る。ただし，
財政の都合
そ の 他 に
よっては，
繰上償還を
することが
できる。

8.0以内

高齢者福祉施設
整備費 452,000 2,000 454,000

災 害 復 旧 費 368,000 31,000 399,000

減収補てん債 3,978,000 176,000 4,154,000

計 90,488,000 211,000 90,699,000


